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令和元年度水俣市新商品・新技術開発支援事業補助金公募要領 

 

 

1．事業の趣旨 

本事業は、市内の個人企業を含む地場企業、誘致企業及び団体が行う新商品・新

技術開発等に要する経費の一部を補助することにより、地域技術力の強化を図り、

世界に通用する地場企業、誘致企業の育成・振興と新事業及び雇用の創出を図るこ

とを目的としています。 

 

 

2．補助の対象者 

  本事業の補助の対象者は、以下のいずれも満たす者であることとします。 

 

（1）市内に事務所を置く企業及び団体、並びに住民登録を有する個人。 

（2）市税を滞納していない者。 

 

 

3．対象となる事業 

  本事業の補助対象となる事業は、以下のいずれかに該当する事業とします。 

 

（1）国・県等の助成を受けて行う技術開発事業等をより高度化するための事業 

（2）新製品の開発や既存製品の近代化、高付加価値化を図るための事業 

 （3）大学等の技術成果や知見を活用した産学官共同研究事業 

 （4）過去の調査等で得られた成果を実用化するための研究成果育成事業 

 （5）創業、新分野進出に向けた調査研究並びに技術研修事業 

  （6）地域でのＩＴを活用したソフトウェア技術開発事業 

 （7）革新性の高い高度な機能を実現する製造技術開発事業 

 （8）市内企業による幅広い応用が可能な共通的基盤技術開発事業 

  （9）ＩＴや環境技術など先端技術と融合した新しいものづくり技術に関する先

端的・独創的な研究開発事業 

  （10）小規模な新商品開発事業 

  （11）その他、水俣の特性を活かした地域技術開発事業 
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4．補助対象外事業 

実施する事業が以下の項目のいずれかに一つでも該当する場合は、補助金の交付

を受けることができません。補助金交付決定後も同様です。 

 

① 新技術・新商品開発において、主要な部分を外注、委託する場合 

（外注、委託とみなされる経費が新技術・新商品開発事業費全体の 50％以上を

占める場合は、ご注意ください。） 

また、新技術・新商品の開発主体及び開発成果の取得主体が、実質的に、補

助対象事業者でないと認められる場合 

② 生産目的の設備投資、原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業 

③ 本補助対象期間内に実施する他の補助制度（委託を含む。）と、事業内容が重

複する事業 

④ 公序良俗に反する事業 

 

 

5．補助率等 

  本事業の補助率等は以下のとおりとします。 

類型 補助率 限度額 備考 

a．連携型※1 
（2 者以上の連携によ

る申請） 
補助対象経費※2 の 

3 分の 2 以内 

200 万円 
補助金申請額が 30 万円未満

の場合は対象外 

b．単独型 
（1 者単独での申請） 

50 万円 
補助金申請額が 10 万円未満

の場合は対象外 

 

※1 水俣市では、これまで地域外の事業者と連携することが主であった市内事業者が、地域内

の様々な資源を活かし、連携しながら市民や社会が喜んで応援するような事業を創出し、地

域内での再投資を活性化するよう応援しています。本事業の連携型により、「地域内での取

引や共同事業が促進されること」を目指します。 

 

※2 「6．補助対象経費」を参照ください。 
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6．補助対象経費 

 

  本事業の補助対象経費は、以下の一覧表のとおりとします。（人件費は除く） 

No 補助対象経費区分 内  容 

１ 設備費 
 開発に必要な機械装置の購入、製造、改造、借用、修

繕又は据付に要する経費 

２ 原材料費  開発を行うために直接必要な原材料及び消耗品費 

３ 物品費 
 開発を行うために直接必要な工具器具部品の購入、製

造、改造、借用、修繕又は据付に要する経費 

４ 外注費 

 開発に必要な機械装置又は工具器具部品の設計、製

造、改造、修繕又は据付、試料の製造、分析、鑑定等の

外注に必要な経費 

５ 委託費 
 開発に必要な調査又は部品の作成、組立等技術開発に

必要な事項の一部を委託する経費 

６ 調査費 
 開発に必要な調査、研究、委員会等に要する経費又は

報告書の作成に要する経費 

７ 
技術指導 

受入費 

 開発に必要となる大学、国、公立の研究所等から技術

指導を受けるのに必要な経費 

８ 諸経費 
 開発を行うために直接必要な旅費、文献購入費、光熱

水料、会議費、使用料、検査料等に必要な経費 

・消費税は、補助対象経費から除外して算定ください。 

・補助金交付申請額は、各補助対象経費区分の総額に、補助率(2/3)を乗じて集計した 

額（1,000 円未満は切り捨て）となります。 

 

 

7．申請手続き 

  本事業の申請手続きについては、以下のとおりとします。 

 

 （1）公募期間 

 

令和元年 6 月 3 日（月）～7 月 31 日（水） [17 時必着] 
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（2）提出書類 

  以下の各種様式は、市のホームページに掲載されています。 

    ① 水俣市新商品・新技術開発支援事業補助金交付申請書（様式第 1 号） 

    ② 事業計画書（別紙 1） 

    ③ 収支予算書（別紙 2） ※総表・明細表 

④ 事業終了後 5 ヵ年の収支(販売)計画書（参考様式 1） 

    ⑤ 滞納のない証明書 

    ⑥ 法人の場合：直近 1 期分の貸借対照表及び損益計算書 

      個人の場合：直近の確定申告書一式（青色申告決算書、収支内訳書等含） 

    ⑦ その他添付書類（予算の算出根拠となる見積書等の資料、会社概要、事

業に関する説明資料等） 

    ⑧ 提出書類チェックシート 

 

（3）申請書類提出先 

     水俣市産業建設部 経済観光課 経済振興室 

     〒867－8555 水俣市陣内 1－1－53 

      TEL：0966－61－1628 

      FAX：0966－63－5547 

 

 （4）申請書類提出方法 

     必要書類を全て揃え、窓口まで持参いただくか、郵送ください。 

     ※郵送の場合は、令和元年 7 月 31 日(水)当日消印有効 

 

 

8．事業の選定 

 

（1）提出された申請書類の内容について、応募要件の適否、対象経費等の書類審

査を行います。 

 

（2）書類審査で応募要件を満たしていた案件について、外部有識者等により構成

される「水俣市新商品・新技術開発支援事業補助金審査会」において審査を行

います。審査会では、提案内容についてプレゼンテーション（申請者による説

明、審査委員からの質疑応答 各 15 分程度）を行っていただきます。 

なお、審査会の日時等は、後日、対象者へお知らせします。 
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 （3）審査会では以下の評価項目を基準とし、総合的な評価を行います。 

 ① 商品・技術開発の目的・目標 

② 商品・技術開発内容の優秀性 

③ 商品・技術シーズの優秀性 

④ 商品・技術開発の妥当性 

⑤ 事業の新規性 

⑥ 事業化による市場創出効果 

⑦ 予想される市場環境 

⑧ 事業計画の妥当性 

⑨ 企業の財務能力 

⑩ 地域経済の活性化効果 

⑪ 事業の社会性  

 

（4）採択予定件数 

    a.連携型：1 件程度 

    b.単独型：2 件程度 

 

 （5）審査結果の通知 

    審査結果については、審査終了後速やかに申請者に通知します。 

 

 （6）採択後の注意事項 

    ①採択された事業については、事業期間の中間時点で、事業計画・進捗状況等

に関するヒアリングを行います。 

    ②事業終了後は、翌年度の審査会の場にて、「事業化状況報告会」を開催しま

す。事業化状況報告会では、事業化の状況等についてプレゼンテーションを

行っていただきます。 

    ③事業終了後は 5 年間程度、採択者の事業終了後のサポートと市施策等への反

映を目的とした、事業化状況の追跡調査を不定期で実施します。 

 

 

9．事業期間 

 

  交付決定日(審査結果通知日)から令和 2 年 2 月 28 日（金）まで。 

※提出いただいた資料を基に事業実施確認・完了検査・精算手続きを行います。 
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10．申請スケジュール 

 

令和元年６月 ３日(月)   公募開始 

～７月３１日(水）  公募締切 

８月 下旬頃  審査会実施（プレゼンテーション） 

９月 上旬頃  交付決定・事業開始 

１２月 上旬  中間ヒアリング 

令和２年２月２８日(金)  事業終了・実績報告書提出期限 

３月 上旬頃  完了検査 

７月 中旬頃  事業化状況報告会実施（プレゼンテーション） 

 

 

11．問い合わせ先 

 

水俣市産業建設部 経済観光課 経済振興室  

担当：大川、岩井 

TEL ：0966－61－1628 

FAX ：0966－63－5547 


